
平 成 １ ６ 年 度  再 評 価 対 象 事 業 一 覧 

再評価対象事業の該当条件 

① 事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業 

② 事業採択後 10 年間を経過した時点で継続中の事業 

③ 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業 

④ 社会経済情勢の急激な変化，技術革新等により再評価を実施することが必要であると 

認められる事業 

種 

別 

番 

号 

補

単 
事 業 名 事業概要 

採択

年度

該

当

条

件

経過

年数

事業

進捗率
備考 

１ 補 
一般国道 477 号 

(大布施拡幅) 

延長 L=2,195m 

幅員 W=9.0(6.5)m 
H2 ③ 15 53

平成 11 年度 

再評価実施 道
路
事
業 

２ 補 
宝が池通 

(狐坂工区) 

延長 L=600(820)m 

幅員 W=11.0(16.5)m

H15

(S55)
③

2 

(25)
34

平成 11 年度 

再評価実施 

３ 補 向日町上鳥羽線 
延長 L=395m 

幅員 W=22.0m 
H1 ③ 16 92

平成 11 年度 

再評価実施 

４ 単  野西通 
延長 L=177m 

幅員 W=16.0m 
H2 ③ 15 56

平成 11 年度 

再評価実施 

５ 単 大原通 
延長 L=1,114m 

幅員 W=12.0m 
S59 ③ 21 59

平成 11 年度 

再評価実施 

６ 単 新十条通(伏見工区) 
延長 L=851m 

幅員 W=7.5～77.0m 
H7 ② 10 95  

街
路
事
業 

７ 単 新十条通(山科工区) 
延長 L=50m 

幅員 W=64.0～73.0m
H7 ② 10 93  

８ 補 新川 延長 L=890m H7 ② 10 44  
河
川
事
業 

９ 補 旧安祥寺川 延長 L=400m H2 ③ 15 7 
平成 11 年度 

再評価実施 

土
地
区
画

整
理
事
業

10 単 洛北第二地区 面積 A=53.3ha S53 ③ 27 97
平成 11 年度 

再評価実施 

＊ 事業進捗率は平成 15 年度末の予算執行額の全体事業費における割合を示す。 
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平成１６年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       新十条通（伏見工区） 事業所管課 建設局事業推進室 

事 業 区 間       自： 京都市伏見区深草西川原町 
至： 京都市東山区福稲柿本町 延長及び幅員 延長Ｌ＝      851ｍ 

幅員Ｗ＝ 7.5～77.0ｍ 

事業採択年度 平成７年度 完成予定年度 当初： 平成１４年度 
変更： 平成２０年度 

平成１６年度再評価時点での課題，問題点 
 
・本事業は新十条通のランプ部分等の事業であり，

新十条通本線部分の工事の進捗に合わせた事業

完了に努める。 
 

箇所図 
 

平成２０年度の取組 
 
・平成２０年５月に道路区域決定，供用開始告示を行い，新十条通の供用開始（平成２０年６月１日）

に合わせてランプ部分等の整備を行い，事業を完了した。 

平成２１年度以降の取組 
 当面の目標 
 
 事業効果 
 
 発現年度 
・平成２０年度 
 

 

ＮＯ．６  
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平成１６年度再評価事業フォローアップ調書 
（平成２１年３月末） 

事 業 名       新十条通（山科工区） 事業所管課 建設局事業推進室 

事 業 区 間       自：山科区西野山射庭ノ上町 
至：山科区西野山桜ノ馬場町 延長及び幅員 延長Ｌ＝     50ｍ 

幅員Ｗ＝64.0～73.0ｍ 

事業採択年度 平成７年度 完成予定年度 当初：平成１４年度 
変更：平成２０年度 

平成１６年度再評価時点での課題，問題点 
 
・本事業は新十条通のランプ部分等の事業であり，

新十条通本線部分の工事の進捗に合わせた事業

完了に努める。 

箇所図 
 

平成２０年度の取組 
 
・平成２０年５月に道路区域決定，供用開始告示を行い，新十条通の供用開始（平成２０年６月１日）

に合わせてランプ部分等の整備を行い，事業を完了した。 

平成２１年度以降の取組 
 当面の目標 
 
 事業効果 
 
 発現年度 
・平成２０年度 

 

ＮＯ．７  
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